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【公開番号】特開2019-45661(P2019-45661A)
【公開日】平成31年3月22日(2019.3.22)
【年通号数】公開・登録公報2019-011
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【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｇ０２Ｂ    7/02     　　　Ａ
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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月15日(2020.7.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学素子を鏡筒に保持する保持装置であって、
　前記鏡筒の軸方向に配置され、前記光学素子を支持する支持部材と、前記光学素子の外
周と前記支持部材を接触させるための矯正部材と、を有し、
　前記矯正部材と前記光学素子のうち、一方が他方よりも前記鏡筒側に配置されており、
前記一方の材料の熱膨張係数は、前記鏡筒の材料の熱膨張係数と前記他方の材料の熱膨張
係数との間の値であることを特徴とする保持装置。
【請求項２】
　前記支持部材は、前記鏡筒、前記矯正部材及び前記光学素子と接続されていることを特
徴とする請求項１に記載の保持装置。
【請求項３】
　前記一方は、前記矯正部材であり、前記他方は、前記光学素子であり、
　前記支持部材と前記矯正部材の接続位置は、前記支持部材と前記鏡筒の接続位置と、前
記支持部材と前記光学素子の接続位置との間に位置することを特徴とする請求項２に記載
の保持装置。
【請求項４】
　前記一方は、前記光学素子であり、前記他方は、前記矯正部材であり、
　前記支持部材と前記光学素子の接続位置は、前記支持部材と前記鏡筒の接続位置と、前
記支持部材と前記矯正部材の接続位置との間に位置することを特徴とする請求項２に記載
の保持装置。
【請求項５】
　前記支持部材は、前記鏡筒の軸方向と交差する面に平行な前記鏡筒の端面に、前記鏡筒
の軸方向と直交する径方向に搖動可能に取り付けられていることを特徴とする請求項１か
ら４の何れか一項に記載の保持装置。
【請求項６】
　前記支持部材は、前記鏡筒の軸方向と平行に伸びていることを特徴とする請求項５に記
載の保持装置。
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【請求項７】
　前記支持部材は、前記鏡筒の軸方向と交差する面に平行な前記鏡筒の端面と平行に伸び
ていることを特徴とする請求項５に記載の保持装置。
【請求項８】
　前記支持部材は、前記鏡筒の軸方向と交差する面に平行な前記鏡筒の端面から前記鏡筒
の軸方向と平行な方向に突出した突起部の側面に、前記鏡筒の軸方向と直交する径方向に
搖動可能に取り付けられていることを特徴とする請求項７に記載の保持装置。
【請求項９】
　前記支持部材は、前記鏡筒の軸方向に前記矯正部材と重なって設けられていることを特
徴とする請求項７または８に記載の保持装置。
【請求項１０】
　前記支持部材は、前記矯正部材と前記鏡筒の軸方向に同幅であることを特徴とする請求
項９に記載の保持装置。
【請求項１１】
　前記支持部材の光学素子に対する接触位置は、前記光学素子の外周と相対移動可能であ
ることを特徴とする請求項１から１０の何れか一項に記載の保持装置。
【請求項１２】
　前記支持部材は前記鏡筒と一体であり、前記支持部材は、前記支持部材における他の部
位よりも厚みが薄い弾性ヒンジにより前記鏡筒と接続されていることを特徴とする請求項
１から１１の何れか一項に記載の保持装置。
【請求項１３】
　複数の前記支持部材が設けられており、各支持部材は、前記鏡筒の軸方向の周りに等角
度間隔で配置されていることを特徴とする請求項１から１２の何れか一項に記載の保持装
置。
【請求項１４】
　前記光学素子は、前記鏡筒の軸方向の周りに回転対称な形状を有することを特徴とする
請求項１から１３の何れか一項に記載の保持装置。
【請求項１５】
　請求項１から１４の何れか一項に記載の保持装置と、前記保持装置により保持された光
学素子と、を有することを特徴とする光学装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　上記課題に鑑み、本発明の、光学素子を鏡筒に保持する保持装置は、前記鏡筒の軸方向
に配置され、前記光学素子を支持する支持部材と、前記光学素子の外周と前記支持部材を
接触させるための矯正部材と、を有し、前記矯正部材と前記光学素子のうち、一方が他方
よりも前記鏡筒側に配置されており、前記一方の材料の熱膨張係数は、前記鏡筒の材料の
熱膨張係数と前記他方の材料の熱膨張係数との間の値であることを特徴とする。
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